
障がい者支援施設しののめ寮 日中一時支援利用料金一覧表 
令和 2 年 3 月 1 日現在 

 

■ 利用者負担額料金表（介護給付費対象サービス） 

種別 区分 基本費用(１/1 日） 

イ 障がい者 

区分なし･区分 1･2 4,970 円 

区分 3 5,690 円 

区分 4 6,330 円 

区分 5 7,660 円 

区分 6 9,020 円 

ロ 障がい児 

区分 1 4,970 円 

区分 2 6,010 円 

区分 3 7,660 円 

①利用時間による算定単位数 

30 分以上 4 時間以下 基本費用×0.25 ／ 4 時間超~8 時間以下 基本費用×0.5 ／ 8 時間超 基本費用×0.75  

②加算 低所得利用者への食事提供＋３００円 

※左記の費用の９割が給付の対象となり、松江市から事業者へ代理受領によって支払われます。利用者は利用者負担

として松江市が定める左記の料金表に基づいた料金の１割が実際の負担額となります。 

 

利用者負担額料金表（介護給付費対象外サービス） 

種別 費用 

食事代 基本料金｜朝食 400 円､昼食 500 円､夕食 530 円 

光熱水費代 日中一時支援利用の場合｜13 円/時間 

入浴費 200 円/回 

利用証明書 300 円/件 

サービス提供記録の

複写物 
10 円/枚 

その他 実費 

 


